
産業廃棄物型翼聾搬業許可証

福岡市博多区井相田―丁目栗0奎斗 0号

ケアロルー トサー暑家株煮蚕社

代表取締役 長 真護雷≡

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 14条第 1項の許可を受けた者であるこ
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令和 11 年

許 可 の楽 月 日

許碓曇塞義条月日

1.事葵⊇範囲 鶴動扱う産業廃棄物の種類 (当該産業轟棄
―
綿含有産業廃棄物、水銀使用製墨産業

廃嚢笏戻曇水銀含有ばいじん等が含まれる場合イ還霊その言勢含む。)及び積替え又は保管を行う≦む要
か日
―

lこすること。)

戸保管を含まない。
廃プ垂スチック類、ガラスくず等 (以上 2離ユ怪多いては、自動車等破砕物を除く。)
姜 白

積替 え又 は保管を行 9 す べ て の 場所の藍在地及び面積並び に当該場所 との積替毒翼基塚管を行 9 産

業廃棄物の種類 (当該産業廃棄物 石綿否有産業廃棄物 水銀使用製品産業廃棄物又 lま羽く銀含有ィずヤ じ

ん等

なし

が含まれる場合は、その旨を含む。)、 積替 管上限及び積み上げることができる高さ

3.許可の条イ牛
なし   ≧

4.許理曇夏新ズ藤変更の
平盾 彊峯 8月  1日

- 8月
 1日

蒔  8月  1日
平成を 6年  7月  8日 変

更

更

スくず等)罵⊇限定豆変更

-6年
 8月  1日

圭筆和 元年 8月  1日
新許

新許 一一一一一一一一一一一6年  8月  1日
以下余白

5。 積替え許可の有無   有 L
(積替え許可を有している場合に 及び許可 ること。)

市名

以下余白 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一．．

許可番号

6.規貝降 9条の写葬 8項の規定による許可証の健 覇 藩 筆 ≡ =有  B③

交付する許可証については、横墾え許百希訂無の記載は不要とすること
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様式第七号 二関係 )

ついては、有効期間満了日の 6蓬覇葡藤 でに必ず管轄の

一　一　一　一　一

一一一一一一一

ください。


